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要旨　これまでの研究で、我が国の音楽科教育が美的音楽教育へ偏っており、その傾向は特に鑑

賞教育において顕著であることがわかった。 しか し、「自分中心」のプラクシス的音楽教育 と「音

楽中心」の美的音楽教育は対立するものではなく、順次性 を持った関係であると筆者は考えている。

そこで音楽科教育にプラクシス的思想を導入するために、本稿ではアウ トリーチ活動に注 目した。

近年増加 している音楽の分野でのアウ トリーチ活動は、かつての 「音楽鑑賞教室」と異なり、参

加体験の実施や小規模化などの特徴がみられる。アウ トリーチが子どもたちの興味、関心を掘 り

起こし、その結果「楽しみ」に立脚した「学び」が音楽科教育において実現すれば、プラクシス的音

楽教育の導入とさらには美的音楽教育への移行 も叶 うことになる。 しか し、アウトリーチ活動 を

活用すればす ぐにそれが実現できるわけではなく、音楽科教育への効果に関する実践研究をベー

スにして数々課題を克服していく必要がある。

アウトリーチ活動の活発化は、1990年 代に増加 した公共ホールへの 「ハコモノ行政」批判に端を

発するが、より間近で音楽を感 じることができるように配慮されたその内容か ら、学校を芸術発

信の拠点とすることや芸術のあるまちづ くりという大きな可能性をも見出すことができる。
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はじめに

筆者はこれまで 「音楽教育哲学から鑑賞教育への示唆」「音楽教育哲学から鑑賞教育への示唆

(2)」において、小学校音楽科教育が美的音楽教育に偏 ってお り、殊 に鑑賞領域においてプラク

シス的音楽教育的見地の欠如が顕著である点と、音楽科には美的音楽教育とプラクシス的音楽教

育の両者が順次性 を持って用いられるべ きであることを述べてきた1。美的音楽教育論 とプラク

シス的音楽教育論は1980年 代にアメリカ で行われた音楽教育哲学論争として話題 となった音楽教

育論であるが、30年近 く経過 した現在でも音楽教育の実践家や研究者たちからの両論への関心は

高 く、「論争は終結 した」という見方があるものの、その結果はまだ出ていないという見方や継

続 しているという見方 もある2。

二つの教育論は、小川によって 「音楽中心」と 「人間中心」と説明されたように、音楽 と人間の



関係において主体が どちらに置かれるかと、 というところに違いがある。B・ りーマーによる美

的音楽教育論は1980年 代に全米を席巻 したばか りではなく、 ヨーロッパにまで影響を及ぼ した音

楽教育論であった。構築された理論がリーマー自身の編纂による教科書によって実践された同論

は「音楽中心」の立場を取 り、学習者が 「既にある音楽にいかにしてアプローチ し、知識を増や し、

感覚を洗練させて現在の自分から離れて 『美的境地』に達するか」という点に目標を置いている。

これに対 してプラクシス的音楽教育は「自分中心」の立場 を取 り、「人間の意図」、「それに基づ く

行動」が重要であ り、「自分自身を軸 として音楽の持つさまざまな側面を積み上げて総合的な体

験を作ってい く」ことを目標 としている。両論は師弟関係にあった二人の研究者が真っ向から対

決する形となったため論争と呼ばれたが、これまでも述べて きたように筆者は必ず しも両論は対

立関係にはないと考えている。どのようなジャンルの音楽であれ、誰 しも何 らかの作品を好きに

なれば、その作品を繰 り返し聴 き、またさらに深 く味わいたいという思いは自然発生的に生 じる。

その際には対象となる作品の構造や作品を構成 している音楽の要素に対する知的欲求も徐々に有

することになるだろう。であるならば、「自分中心」の行動の繰 り返 しはいずれ 「音楽中心」の学

びへと移行 し、いずれは「美的境地」に到達することとなるだろう。つまり、両論は対立関係になく、

順次性を持った関係であるということになる。

一方、両論の枠組みから日本の学校音楽教育を見てみれば、学習指導要領が美的音楽教育への

偏 りが見 られると既に小川によって指摘 されている3。小川の指摘を具体的に理解するために筆

者は学習指導要領を分析 してみたが、その結果、鑑賞領域において小川の指摘する美的音楽教育

への偏 りがたいへん顕著であ り、プラクシス的音楽教育的見地が大幅 に欠如 していることがわ

かった。小川が学習指導要領を「トップダウン」と指摘したように、鑑 賞領域においては「音楽の

美しさ」「音楽の楽しさ」の「感 じ取 り」が重要視される一方で、個々の興味、関心や体験は軽視 さ

れ、いかに美 しい音楽に近づ くことができるのかといった点のみが強調されてきた。2008年3月

公示の新学習指導要領においては、上記の 「音楽の美しさ」「音楽の楽しさ」「感 じ取って」という

表現が排除され 「音楽全体 を味わって聴き」と改訂されたものの、いずれの学年においても「音楽

鑑賞は、本来、音楽の全体にわたる美 しさを享受すること4」という見地から目標が掲げられてお

り、その トップダウン的思考に大きな変化は起 きていないと見るべきであろう5。

プラクシス的音楽教育から美的音楽教育へ という順次性 を、興味関心から学びへ という言葉に

置 き換えて考えれば、学校の鑑賞教育において興味、蘭心を尊重するプラクシス的音楽教育は無

視されるべ きではないという論理は、ごく当た り前のこととなる。しかし、教科書による具体的

な実践が行われた美的音楽教育 とは異なり、プラクシス的音楽教育は、実践されることなく今 日

に至っている。これは知識の習得を重要視 した美的音楽教育論に対 して、体験の構築を目標とす

るプラクシス的音楽教育の実践の難 しさも理由として挙げられるだろう。 しかし、既に行われて

いる実践の中にプラクシス的音楽教育に相当するものがあれば、真新 しく考案する必要 もない。



そこで 「音楽教育哲学から鑑賞教育への示唆(2)」では、プラクシス的音楽教育の実践に向け、既

に行われている授業の中でプラクシス的音楽教育に相当する実践を探し出すことを課題 として挙

げたのである。

本稿では上記の課題 を受けて、音楽科教育において 「自分中心」の立場をとる鑑賞教育の実践

事例を模索することを主たる目的 とし、加えて 「自分中心」の鑑賞教育がどのように「音楽中心」

の鑑賞教育 と関連付けられていくのかについても検討 していくこととする。

1.プ ラクシス的音楽教育の実践

1.1プ ラクシス的音楽教育 とは

(1)「自分中心」の音楽教育

エ リオットは師匠であるリーマーの美的音楽教育に対する論としてプラクシス的音楽教育を打

ち出したわけだが、その背景には、当然美的音楽教育の限界があったと考えられる。木村 によれ

ば、美的音楽教育が全米を席巻する中でプラクシス的音楽教育が出現 してきた理由は、「美的教

育に関わる研究について、それまでその運動の推進の中心的人物であった人々から異議が唱えら

れ始めた」ことであると言う。木村はさらにレナー ドの著書やコールウェルの著書を引用 し、当

時の音楽教育研究の中で美的音楽教育の難解 さが教育現場から拒否される傾向にあったことを紹

介 している。

実践のための教科書編纂まで行ってもなお、理論中心の美的音楽教育の難解さが指摘されたこ

とを考えると、難解さの程度がいかほどのものであったかと推測される。美的音楽教育の難解さ

が指摘された後に、美的音楽教育の対立軸であったプラクシス的音楽教育に注 目が集まったこと

はごく自然の流れであったかもしれない。教育現場では、 もっとも重要 とされる学習者の行動そ

のものに焦点が当たらなければならない、とプラクシス的音楽教育論を推進する研究者たちは考

えたのであろう。

このように、美的音楽教育からプラクシス的音楽教育への経緯を辿れば、プラクシス的音楽教

育において 「行動」が重要な位置を占めていることは明白である。前述の小川の論文は、プラク

シス的音楽教育の論客であるレゲルスキと美的音楽教育をリー ドしてきたリーマーによる講演の

紹介 とそれに対する小川自身の考察をまとめたものであるが、講演の中で レゲルスキは 「人間の

行動は意図的である時にプラクシス的であり、その意図とは価値観、信条、 目標に導かれた方向

性である。」と述べている。

レゲルスキは具体的な例 として紙幣を挙げ、「紙幣は物理的には一片の紙であり、その成分や

特質などで説明が可能である一方、紙幣はそのあたえられた機能 と役割(貨 幣価値)に 、その本

質があるといえるだろう。」と説明 している。それに従 えば音楽に与えられた機能や役割にこそ

音楽の本質が存在 し、その機能に沿って行動することに意味があると解釈できることになる。



プラクシス的音楽教育における 「行動」は、 まさに目標そのものと言える。行動こそが達成 さ

れるべき目標であるとされた論理は音楽に限ったことではな く、教育という文脈において常に議

論となってきたことであるが、行動を引き起こす役割を担う目的は行動の前提条件 としてさらに

重要である。小川が「自分中心」と説明した言葉を掘 り下げて考えれば、学習者が自分自身の興味、

関心に基づいた目的を持って行動することがプラクシス的音楽教育を実現化することになるので

あろう。レゲルスキが「価値観、信条、目的に基づいた意図」と述べたことは、個々の「興味、関

心」と言い換えればさらにわか りやす くなるのである。

(2)プ ラクシス的音楽教育のプロセス

実際にプラクシス的音楽教育の実践のためにはそのプロセスを考えなければならないが、これ

までのことを整理すると、学習者は内在する興味、関心に基づいた目的にしたがって意図的に行

動 し、その後 目的に沿った結果を獲得するというプロセスを辿る。プロセスの冒頭に位置 して実

践の根幹を支える目的は、常に個々の興味、関心に基づいてお り、決して一律の目的として他者

から与えられるものではない。小川が 「自分中心」と言い換 えたことから考えれば、それぞれの

独自の興味、関心でなければならないのである。

主体的行動を重視するプラクシス的音楽教育から美的境地を重視する美的音楽教育へと向かう

順次性 に目を向ければ、「自分中心」の興味、関心は全ての始まりであ り、鑑賞教育において も

導入 として位置 し、尊重 されなければならないと考えるべ きであろう。学習者が 「自分中心」に

音楽を鑑賞 してこそ、プラクシス的音楽鑑賞教育が成立するのであり、学習者の現在の生活や感

性に端を発する興味、関心を尊重 してこそ、鑑賞領域においても、美的音楽教育を見据えたプラ

クシス的音楽教育が実践できるのである。

壌,1.2プ ラクシス的音楽鑑賞 の機会

しかし「自分中心」の興味、関心を尊重する、 と言っても学校教育の中では容易にできること

ではない。学習指導要領に沿った鑑賞の授業は、音楽を分析的に聴 くことによってその美 しさに

我が身をゆだねることを子どもたちに求めており、子 どもたちが自分の興味、関心に沿った 「自

分中心」の鑑賞をすることは難しい。敢えて言 うならば、その音楽がなぜ美しいのかを学ぶのが

学校での鑑賞教育である。その前提 には美 しさを感 じることがあるため、子どもたちが 「学び」

として音楽鑑賞に向か う時、果たして 「自分中心」に音楽を聴 くことができるのだろうか、とい

う疑念が湧いて くることになる。

それでは、「学び」か ら離れた時には 「自分中心」に音楽を聴 くことができるのだろうか。子 ど

もたちは学校外でも多 くの音楽に触れており、むしろ日常生活の方が音楽との接触の機会は多い。

わざわざ 「音楽を聴こう」と思わな くとも、家庭ではテレビやラジオから絶え間なく音楽が流れ、

電話 の呼び出し音やゲーム機器、家電に至るまで音楽が使われている。生活音や環境音のみの空

間を探すことが困難なほどである。それは街の中でも同様であ り、商店街、駅、飲食店など、現



代社会は絶え間ない音社 会でもある。

このような音環境下では、我々は耳に入ってくる音楽を選ぶことができないため、好きな音楽

を聴こうと思 う場合には自らそれを求めなくてはならない。近年、音楽のジャンルは多様化 した

り融合 したりするなどし、例えばCDを 購入する際にも、従来の概念ではCD1枚 を選ぶことも容

易ではない。このことも加味すれば、音楽鑑賞には、「好きな音楽を選択すること」と「機会を求

めること」という二重の手間がかかることとなり、鑑賞者の強い主体性が必要となってくる。 自

らCDを 買い求めたりコンサー トに行ったりする行動は、二重の手間を既に終 えた人々、音楽鑑

賞に強い主体性 を持っている人々の行動ということになる。

一方、音楽鑑賞の対象 となるCDな どの音楽メディアやコンサー トは、広 く一般の鑑賞者 に音

楽を楽 ませたり味わわせたりすることを目的としているため、鑑賞者の目的を限定しない。それ

らの音楽が 「鑑賞」という社会的機能を持つのであれば、鑑賞者が「音楽中心」に鑑賞 しようが 「自

分中心」に鑑賞 しようが、どちらにしても自由である。音楽の多様な側面のいずれかが鑑賞者の

興味、関心に合致すれば、鑑賞者は自身の目的に沿った鑑賞行動をとることができるのである。

鑑賞行動の果てに聴衆が何を感じるのか、プラクシス的に言えばどのような 「結果」を得るのか

については鑑賞者の自由であ り、常に鑑賞者の目的が尊重される。学校外でのCDや コンサー ト

の鑑賞は、多様な興味、関心を持つ鑑賞者のプラクシス的行動として、つまり「自分中心」の音

楽鑑賞として成立しているのである。

鑑賞者の多様 な興味、関心を受け入れ、「自分中心」に音楽を鑑賞する機会として、学校外で

のCD鑑 賞やコンサー トでの鑑賞を捉えるならば、学校外での鑑賞の機会を学校内に持ち込むこ

とで、「自分中心」の鑑賞教育を実現できるのではないだろうか。学校内に学校外の鑑賞を持ち

込むことはヽ「学び」の場に 「楽 しさ」を持ち込むこととも言える。楽 しさを土台とした学びには

主体性が備わっていることとなるだろう。具体的には、音楽授業の中で自分の好きなCDを 聴い

たりコンサー トを聴いた りすることである。しかし、各自が好 きなCDを 鑑賞 し、それを鑑賞教

育として行うことは一斉授業を基本 とする学校教育では実際には難 しく、コンサー トの鑑賞に可

能性を見出すことの方が現実的であろう。学校か らコンサー トを聴 きに出かけたり、学校でコン

サー トが行われた り、ということはさほど珍 しいことではないため、それをプラクシス的音楽教

育の機会として捉 えることが可能でないのだろうか。 しか し、関心のない子 どもたちにとってコ

ンサー トは「楽 しみ」とは言えないため、「楽 しさ」を学校に持ち込むことにならないケースもある。

これについては後ほど触れるとして、先ずは学校教育におけるコンサー トについて次の章で見て

いくこととする。

2、 学校で行われるコンサー ト

2.1学 校による地域資源の活用 一アウ トリーチー



様々な課題を学校内のみで克服 しようとする特性が学校にあったのは、一昔前のことである。

近年では周知の通 り、学校 は開放的であることを常としてお り、殊に「総合的な学習の時間」の
"導 入以後は積極的

に地域社会の資源を受け入れてきた。今や地域の物的資源や人的資源を教育に

活用することは日常化 していると言ってよいだろう。かつて 「学社連携」と呼ばれてきた概念は

さらに一歩進んで 「学社融合」と呼ばれるようになり、両者が協力 してお互いのメリットを得な

が ら第三の領域 を開拓 してい くという方向6が定着 している。背景には、生涯をスパンとして発

達をとらえる生涯学習の考え方や、学校のみに教育 を任せてきたことによって生じた学校の負担

増への反省、社会の教育への関心の高まりなど、数多 くの点が挙げられる。学社融合の試みは各

分野で数多 く行われているが、学校主導で近隣の社会教育施設や商店街、大学、企業などの様々

な地域資源を活用するばかりではなく、地域資源の方から積極的に学校へ働かかけている例 も多

い。後者のような活動は現在では働 きかける側の「アウ トリーチ」「アウ トリーチ活動」と呼ばれ、

ニーズのある人々の全てを対象 としている。 また無関心層へ働 きかけることによる地域のニーズ

の掘 り起 こしの手段 としている面 も大 きく、それぞれの施設が行 う教育普及活動 と考えればよい

だろう。働 きかけ先は学校以外にも、病院、福祉施設、商店街などと様々である。

音楽を含む芸術の分野での地域資源 と言えば、物的資源 としては美術館やコンサー トホールが

筆頭に挙げられ、また人的資源 としては地域のアーティス ト、オーケス トラ、オペラ団体、美術

大学及び音楽大学の教員や学生などが挙げられる。欧米では学校の芸術科 目が削減されたことを

きっかけに芸術家を学校に派遺するプログラムが実施 され、芸術教育は学外の資源に一任すると

いう例さえあるほどだ。 日本はそれらの欧米の流れを受け、先ず初めに美術館や博物館による教

育普及活動が1980年 代頃から行われるようになり、それ.に遅れること約10年 が経過 した1990年 代

後半から同様の活動が音楽の分野 においても活発に行われるようになってきた7。それまでに行

われてきた教育普及活動 も「アウ トリーチ活動」という用語で認識されるようになった。

音楽に関わる各施設や演奏団体は、 自主公演の内容の一部をアウ トリーチの実施先に提供 した

り、単独でアウ トリーチを行ったりするなどの活動を行っている。いずれにして もアウ トリー

チを実施する側(以 後、実施主体)は 複数の施設へと手を伸 ばしてお り、病院、福祉施設、学校、

商店街 と多様な実施先がアウ トリーチの場 として選ばれている。つまり、学校はいくつかの実施

先のうちの一つであるということになるわけだが、学校の地域資源の活用はこのような背景を受

け、以前よりもそのチャンスを得ることが容易 となっている。アウ トリーチの活用を促す小論や

事例紹介の記事などが教員向けの専門誌に掲載 された り8、実際にアウ トリーチを活用する学校

が増加 したりしていることなどか らは、学校 と地域の連携が音楽の分野でも進んでいることがわ

かる。

2.2ア ウ トリーチの背景

しかし学校による地域資源の活用として音楽の分野で思い浮かぶのは、体育館などで行われて



いる 「音楽鑑賞教室」である。音楽鑑賞教室は、地元のオーケス トラや音楽家によるコンサー ト

が学校行事 として行われるもので、多 くの学校の子 どもたちは数年に一度は生の音楽に触れる機

会を与えられている。音楽鑑賞教室ではクラシックや邦楽、民族音楽などのジャンルの短めの作

品が演奏されている。これも学校と地域の関わ りの上に成 り立っている行事であ り、教育普及活

動に相当する。このような催 しが既に行われてきたにも関わ らず、1990年 代後半以降の同様の活

動が改めてアウ トリーチとして注目されるようになってきたのは、先ほども述べたように欧米か

らの影響がきっかけであるが、大きな影響を受けた当時の日本はどのような状況だったのだろう

か。少々話はそれるが、その背景を辿ってみよう。

「アウ トリーチ活動」「アウ トリーチ」は日本語では「芸術普及活動」「教育普及活動」と訳されて

お り、広義には芸術普及に関わる全ての活動を含むため、一般向けの講座や近年よく行われるよ

うになったホールのバックステージツアーなども含まれる。そして、狭義には文字通 り、外に出

て行って行 う音楽活動を指 している。 したがって、学校で行われる音楽鑑賞教室もアウ トリーチ

に含まれることになる。 しかし、1990年 代以前にも行われていた音楽鑑賞教室などの普及活動 と

現在のアウ トリーチが大きく異なる点は、公共ホールが中心的な役割を果た していることや世

界を舞台に活躍するような第一線の音楽家が積極的に取 り組んでいること、現在では芸術NPO、

音楽大学、地方自治体など多様な実施主体が積極的に行っていること、また音楽科授業の位置づ

けで行われるケースが多いことなど数多い。

このような変化をもたらしたアウ トリーチの背景には、文化行政や文化政策からの影響がある。

1990年 代、日本では全国的に公立文化施設の建設が活発 に行われるようになり、1990年 代末には

日本はあっという間に文化大国ならぬ 「文化施設大国」になった9。その結果、ソフ トの貧困さが

あぶ り出された形となってしまい、当然なが らいわゆる「ハ コモノ行政」に対 しての批判が起きた。

折 しも、バブル経済崩壊の時期でもあ り、企業の宣伝の場 と化 していた感のある「冠コンサー ト」

などの企業メセナによるコンサー トは姿を消 し、ホールに足を運ぶ聴衆 も減少 した。残ったのは

閑散 とした大仰なホールのみ、 という状態に陥ったわけである。 しかし、程なくして都市部では

意欲的なホールが中心 となり、活発で創造的な運営が始まった。貸ホールとしての運営 とわずか

な自主事業で繰 りまわされていた地方のホールもヽ徐々に地方ならではのユニークな活動を開始

した。アウトリーチはその中に位置づけられている。NPO法 の成立や指定管理者制度の導入な

どもアウ トリーチを後押 しすることとなった。つまりアウトリーチは、ハコモノ行政批判をきっ

かけに、地方の公共ホールのソフト開発や鑑賞者開発などを目的として始まったということであ

る。

この動きが一般化 しつつある現在は、当初の目的だけではな く、さらなる発展をも視野に入れ

ようとしている。かつて社会から擁護、助成されるのみだった芸術が、社会に働 きかける存在に

変わっていくというパラダイムの転換が起 きていると吉本は指摘 している。



2.3ア ウ トリーチの内容と規模

さて、上述のような背景や目的を持ったアウ トリーチがプラクシス的音楽教育 として活用でき

るかどうかについては、音楽科授業の位置づけで行われる時にどのような内容を行っているのか

詳 しく見てかなければならない。 しかし、残念なが らアウ トリーチの内容についての全国的な統

計はなく、アウ トリーチを積極的に行っている実施主体が事例報告として発表 した り、事業報告

書に演奏豊目の一覧を掲載 した りしている程度である。 しか し、事例報告の数々を見ていくと、

ある特徴が見えて くる。

アウ トリーチは、鑑賞を中心に行われるもの、参加体験と鑑賞が半々の割合で行われるもの、

参加体験がほとんどを占めるもの、の3タ イプに大まかに分けることができる。曲目や楽器につ

いての解説や簡単な指揮者体験 などが多少あったものの、かつての 「音楽鑑賞教室」が鑑賞を中

心に行われてきたことから考えれば、参加体験は近年のアウ トリーチの大きな特徴と言ってよい

だろう。楽器のしくみや特徴、歴史などを口頭で解説するだけではなく、実際に子どもたちが楽

器演奏を体験した り、創造的な活動 として作曲をしたり、美術やダンスなどの他芸術との融合を

図った りと創意工夫を凝らした参加体験が盛 り込まれるようになった。殊に、小中学校の音楽科

の学習指導要領で「我が国の音楽」や「諸外国の音楽」の取 り扱いが含 まれるようになってからは、

クラシック音楽を中心に学んできた教師の力量を学習内容が超え、そのことがきっかけとなって

邦楽や民族音楽の分野でのアウ トリーチが活発となった。授業で実際に邦楽器の演奏体験などが

行われていることも多いようだ。

また、規模についての特徴 も見られる。これまでの 「音楽鑑賞教室」が体育館で全校生徒を対

象に行われていたことと大きく異なり、近年のアウ トリーチではクラスや学年などの比較的少人

数を対象に行われることが増加 した。場所は体育館で行われることもあるが、音楽室や教室での

実施も多い。子どもたちはこのような狭い空間で、かなり間近で演奏者や楽器を目にしなが ら生

演奏を聴いている。より親近感が持てるような配慮がなされているようだ10。

内容と規模において特徴のある近年のアウ トリーチだが、ここか ら見えて くるのは、芸術を広

く一般に普及することを目的に置いたアウ トリーチにおける、音楽家と聴衆の関係性の変化であ

る。いい音楽を聴 くことは子どもたちにとっていいことだという、言わば曖昧に行われてきた芸

術普及活動においては、音楽家と聴衆は対等な関係とは言い難い面もあっただろう。しか し、ア

ウ トリーチにおいては、音楽家が音楽のファシリテーターとしての役割を担っているようにも見

える。聴衆がファシリテーターの誘導に従って音楽の楽 しみを多様に享受するというアウ トリー

チの形態には、音楽家と聴衆の両者が共に音楽を楽しむという対等な関係が前提にある。「音楽

を楽しむという対等な関係」が音楽科教育の中でどのように反映するかということが、プラクシ

ス的音楽教育の実践の鍵を握っているのではないかとの期待が高まるが、その点については第3

章で考察してい くことにする。



3.ア ウ トリーチの可能性

3.1鑑 賞教育にとってのアウ トリーチの位置づけ

本章では 「学び」としての鑑賞教育における 「楽 しみ」としてのアウ トリーチの位置づけについ

て考える。第2章 で述べたように、近年はアウ トリーチの内容や規模に変化が起 きたため、参加

体験の時間が増えた。結果的に鑑賞に割 く時間が減少 したものの、時間が減少 したからと言って

鑑賞教育としての意味が薄 くなっているわけではない。そもそも参加体験は独立 した活動 として

存在 しているわけではなく、鑑賞 と連関する活動 として位置づけられていると考えられるため、

参加体験があるゆえにより楽 しく鑑賞できた り、より深 く鑑賞できたりすることもあるはずだ。

とは言え、個々の目的を達成するための聴衆の主体的鑑賞行動として成 り立っているコンサー ト

を学校に持ち込むことが、すぐに鑑賞領域におけるプラクシス的音楽教育として成立 し、学習指

導要領における美的音楽教育への偏 りに一石を投 じることができると言えるかどうかについては

慎重にならなければならない。アウトリーチではきっとプラクシス的鑑賞ができるだろう、とい

う曖昧な予測では、アウトリーチ活動 として活発化する以前の教育普及活動と変わ りが無いこと

になる。一方的に「今 日はコンサー トを聴 きましょう」と言われて鑑賞に臨む子 どもたちにとって、

それが主体的鑑賞行動 として成 り立つかどうかという保証はない。それゆえにプラクシス的音楽

教育 としてアウ トリーチを活用 していくためには、その点を克服 していかなければならないこと

になる。

そこで、今一度プラクシス的音楽教育のプロセスを思い出してみたい。第1章1項 で述べたよ

うに、プラクシス的音楽教育では、子 どもたちは内在する 「目的」を達成するための 「行動」を起

こし、その後目的を達成したという 「結果」を獲得する、 というプロセスを経てい く。 目的は子

どもたち自身の興味、関心に基づいているため、興味、関心を持っていることが前提でる。 しか

し、ァウ トリーチが子 どもたちの聴 き方に制約を課さないということと、子 どもたちがあらかじ

め興味、関心を持った状態であるということは関連がない。溢れる音環境下に暮 らす子 どもたち

の全てが音楽に興味、関心を持っているということにはならない し、通常の音楽科授業での興味、

関心の掘 り起こしが全て子 どもたちにで きているわけではないだろう。 ということは、非 日常的

なアウ トリーチをプラクシス的音楽教育 として活用するためには、子 どもたちが数ある音楽の側

面のいずれかに独自の興味、関心を持てるような準備が必要 となるわけである。

アウ トリーチ研究においては既にい くつかの課題が明確になっていたが、その課題の一つに

「アウ トリーチの継続性」があった11。これまでアウ トリーチの多 くは単発で行われることが多 く、

一回限 りのアウ トリーチの限界を問う声は、研究者や実践現場から挙げられていた。プラクシス

的音楽教育の観点か ら見ても、一回のみの実践では、全ての子 どもたちの準備が実施前に整って

いることが前提条件 となってしまうという難点がある。通常の授業や 日常生活では持たないよう

な、アウ トリーチならではの興味、関心があるだろうことを考えれば、興味、関心の掘 り起こし



をアウトリーチの枠組みの中で考えてい く必要がある。

しかし、アウトリーチでプラクシス的音楽教育の全てを担う必要はない。プラクシス的音楽教

育から美的音楽教育の順次性を実現するためのアウ トリーチであることを今一度思い出してみれ

ば、目的、行動、結果までのプロセスの途中で美的音楽教育に移行することを視野に入れてもよ

いだろう。重要なことは、聴 き方を制約 されない中で鑑賞 し、その自由な空間で独自の興味、関

心を持つ ことである。興味、関心を持った事象がなぜ音楽の中で起 きているのか ということが、

おそらく「音楽の美しさや楽 しさの理由」であり、それはまさに美的音楽教育につながることに

なる。であるならば、アウトリーチを美的音楽教育に能動的に臨むための、独 自の興味、関心を

掘 り起 こさせ るプラクシス的音楽教育の一つの手法として位置づけることができるだろう。

3.2ア ウ トリーチから鑑賞教育ヘ

アウトリーチでの興味、関心をいかに美的音楽教育 としての目的につなげてい くか というプロ

セスについては教師の力が重要である。「楽しみ」からくる興味、関心が 「学び」へと方向を変え

ていくために支援が必要 となるか らだ。また、例え複数回のアウ トリーチを実施 したところで、

アウ トリーチは通常の授業に比べれば非日常的である。その非 日常を日常の学びへ と変換、定着

させていくことは、常 日頃の子 どもたちの状態を知っている教師が適しているし、学習指導要領

に精通 しているのも教師である。音楽家と教師の連携が潤滑であれば、それも可能となるであろ

う。

しかし、音楽家 と教師の連携は容易ではない。教師 と音楽家の関係については壬生が 「英国の

ような 『コミュニティ ・ミュージシャン対音楽教育者(音 楽教師)』という構図の論争」、「米国に

も 『音楽教育者と演奏家との間には歴史的に大きな隔た りが存在する』」とコフマ ンの著書の一部

を引用 しているように、英米では対立性が生 じているようだ。壬生は日本における教師 と音楽家

の関係について 「我が国の現場が抱える問題 と重なるところは大 きく、まだ議論の渦中にある」

と述べてお り、 日本ではまだ甚だしくクローズアップされるほどではないものの、アウ トリーチ

先進国として知 られる英米で両者の対立性が問題視 されていることを重 く見ているようだ。この

ことを考えると、アウ トリーチをプラクシス的音楽教育 として活用 し、教師と音楽家 との協働作

業による音楽科教育を実現するためには、日本でもいずれこの間題について腰を据えて考えなけ

ればならない時が来るだろう。

しかしながら、この対立性 は、単に領域の奪い合いのような単純な問題ではな く、教育者とし

て捉える音楽と音楽家 として捉 える音楽に違いがあるということである。子どもたちが音楽に関

する知識を身につけることを重要視する教師と、聴衆が音楽を楽しんだ り味わった りすることを

重要視する音楽家では、音楽との関わり方に関する理解に違いが生じるのは当然である。この違

いが隔た りとなり、教師と音楽家の意志の疎通の難 しさや授業のイメージのつかみにくさにつな

がっているということであろう。まさにこれは美的音楽教育とプラクシス的音楽教育の隔たりと



も言える。アウトリーチとして認識される以前の教育普及活動では、この違いの解決を「きっと

生の音楽を聴 くのはいいことだろう」という曖昧な理由づけに頼ってきたということである。

現在のアウ トリーチ活動では、実施主体 と実施先の間で日程や会場、プログラムの調整などを

行 うコーディネーターがいることが多い。これまでのアウ トリーチ研究の中で「コーディネーター

の育成」は実践に直結 した課題として常に掲げられてきた。これに対 しては、公共ホールの支援

を続ける財団法人 「地域創造」が「コーディネーター育成講座」を開催 した り、「トリトン・アーツ・

ネットワーク」が実施までの手順を具体的に記載 した「アウ トリーチ ・ハ ンドブック」を出版 した

りと、各方面から課題の克服に力が注がれてきた。その結果、多 くの公共ホールや実施主体にコー

ディネーターが誕生 し、また既にコーディネーター的な役割を担っていた人々の意識はさらに高

まったと考えられる。 しか し、それでも十分ではないと言う状況が、後述の調査結果 として表れ

ているのであろう。コーディネーターに今後求め られるのは、学校教育におけるアウ トリーチの

位置付けやアウ トリーチの効果に対する明確な意見、それに基づいた教師 との連携ではないだろ

うか。音楽科授業として位置づけた場合には、専科教師や担任教師との綿密な打ち合わせが必要

となる。その際には学習の目的、内容、方法を明らかにした上で打ち合わせに臨むことがで きな

ければならない。

3.3今 後の課題と展望

財団法人地域創造が行うアウ トリーチ 「おんかつ」に参加 した児童 と教師を対象に行った調査

がある12。それによれば、既に現場の教師からは、「アーティス トやコーディネーター(仲 介者)

との打ち合わせ、調整に時間がかかる」や 「提案された授業の、具体的なイメージを理解するの

に時間がかかる」などの課題が明 らかになっている。また、「ついつい、ゲス トティーチャーに

お任せになってしまう」という声 もしばしば現場の教師から聞こえることなどを総合すると、い

くつかの具体的な課題が姿を現すが、まずは、音楽科におけるアウ トリーチの効果を明確にする

ことであろう。前述のように、音楽科の位置づけでアウ トリーチを実施 している事例は多いもの

の、それは便宜上音楽科を充てるといった状態のものも含まれており、音楽科教育にとっての効

果についての分析や考察は、アウトリーチ活動が始 まって10年余が経過 しているにもかかわらず、

決 して多いとは言えない。アウ トリーチはゲス トティーチャーによって行われる授業、 というと

らえ方もできるが、その場合であっても通常の授業との連関性を明確 に見出 しているケースばか

りではないようであ り、実践に基づいた効果についての研究が急務であろう。多様な興味、関心

が予測 されるアウトリーチの受け取 り方を、どのように通常の授業と関連づけるかという点も新

たな課題 となってくるため、それらの結果を基 に、アウトリーチの内容、地域の音楽家と教師の

役割分担、コーディネーターの業務内容等を明らかにする必要がある。

美的音楽教育に偏った音楽科教育にプラクシス的音楽教育を導入する方法は様々であるだろう

が、近年のアウ トリーチの増加にその可能性を見出すことができれば、プラクシス的音楽教育は



急速な広がりを見せていくことだろう。アウ トリーチが子 どもたちの独 自の興味、関心を掘 り起

こし、それを通常の授業と関連させていくことにより、鑑賞の授業が「楽 しみ」を基盤 とした「学び」

となることが実現できるのである。 また、先ほども触れたように、公立文化施設のソフ ト開発や

鑑賞者開発 という目的から始まったアウ トリーチ活動が、今や芸術 と社会の関係性に影響を与え

ていることに鑑みれば、アウ トリーチ活動の効果を実施先に限定せずに、社会全体への働 きかけ

へ と広げていくことも視野に入れることができるだろう。実施先の立場に立てば、音楽は何の役

に立つかという、芸術至上主義においてタブー視されてきたような課題を無視することもできな

くなるが、それは、音楽に対する社会的ニーズの模索で もあ り、「ハコモノ行政」批判に端を発

する 「アウ トリーチ」「アウ トリーチ活動」の原点で もあろう。アウ トリーチ活動を活用 した鑑賞

教育を、学校を拠点 とする地域への芸術の発信 ととらえれば、芸術のあるまちづ くりという大き

な可能性をも見出すことがで きるのではないだろうか。

注

1本 稿 は「音楽教育哲学か ら鑑賞教育への示唆」「音楽教育哲学か ら鑑賞教育への示唆(2)」 に続 くものであ

る。

2美 的音楽教育 の論客 であ
ったスワニクが批判 的立場 に転 じ、 リーマー 自身 も後退、教科書改編 も余儀 な

くされたことを挙 げて、村尾 は 「大 きな対 立は残 っていないはずであ る。」と述べて いる。(村 尾1997)

しか し、小川が1995年 のD・エ リオ ット著 「MusicMatters」 について、「今 日まで脚光 を浴 びてい るものの、

今 もなお賛否両論 があ り、評価 はまだ定 まっていなこ とが はっき りと認識 された」と2003年 の国際音楽

教育哲学学会 に出席 した感想 を述べてい ることか らは(2003)、 二人 の研究者 の対立 と して は残 ってい な

い ものの、論争の結果 は依然 明瞭ではない ことがわかる。木村は、結果の出てい ないこの論争 に世界の

研究者が多 くの関心 を寄せてい ることを指摘 し、「論争が継続 してい る」としてい る。

3小 川 は
、当時の学習指導要領 を指 して「きわめて美的教育思想 に近 い内容 であることが明 らか になった。」

と述べてい る。

4目 標 は 「様 々な音楽 に親 しむ」と されている ものの
、「音楽鑑賞は、本来、音楽の全体 にわた る美 しさを

享受す ること」と理解 されてい る。

σ新学習指導要 領の解説書 の中で小 川は
、前 出の 「音楽 の全 体」につ いて、「音楽鑑賞の 目指 すべ き方向」

が示 され た、 と述べてい る。

6か つての 「学社連携」の頃 は
、施設の相互貸与な どで実践 されていた学校教育 と社会教育の連携であ るが、

内容等が学校主導 になるこ とや施設 の貸 し借 りだけに留 まる表面的 な連携であ ることなどが指摘 されて

いた。 これに対 して 「学社融合 」は、お互いの力 を発揮 し、内容 にまで踏み込ん だ連携 を しなが ら、両

者が メリッ トを得 る関係 である。 どち らに も偏 らず、第3の 領域 を見出す ことで対等 な関係 をも保つ も

のであ る。

7音 楽 よ りは一足早 く普及 の概念が輸入 されたこ ともあ り
、美術 館や博物館の アウ トリーチ は1980年 代後

半か ら始 まった。「移動美術館」や土曜 日のキ ッズ プログラムなどが充実 している。

8雑 誌 「教育音楽」で は
、小学版、 中学版 と もに2008年6月 号で 「ア ウ トリーチ を活用 しよう」との特集が

し

組 まれてい る。



9吉 本の調査 に よれば
、1990年 か ら1994年 までの5年 間で573施 設、1995年 か ら1999年 に549施 設が開館 し

ている。吉本 はこの状 況 を 「文化施 設大国 にはなったが、文化 大国 となるチ ャンス を逃 して しまった」

と述べ ている。

圭10「音楽鑑賞教室」は姿 を消 したわけでは ない
。小規模型 のアウ トリーチと大規模型 のアウ トリーチがあ る

と捉 えるこ ともで きる。 ただ、近年 では大規模型 の 「音 楽鑑賞教室 」に も変化が現 われ、参加体 験が充

実す るケース も増 えて きた ようだ。 またそ れに伴 い、アウ トリーチ実践者 としての団員教育 を行 うオー

ケス トラもある。

11日本国内で継 続的 にア ウ トリーチが行われてい るケ ースは数少 ないが、林 が コーデ ィネー ター となった

宝塚 市の小 学校 における事例 や、 トリ トン ・アー ツ ・ネ ッ トワークに よる年 間5回 の音 楽授 業支援 プ ロ

グラムな ど、貴重 な事例 もある。

正12これまでのアウ トリーチ研究 が実 施主体 側か らの視点が 中心で あったことへ の反省 か ら、受 け入 れ側 に

とってのアウ トリーチの効果 につ いて検 証す るために(財)地 域創造が2008～2009年 にかけて2力 年計

画の調査 を行 ってい る。
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